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大田原市手数料条例の一部を改正する条例 

第１条 大田原市手数料条例（平成１２年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

別表中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに

狩猟の適正化に関する法律」に改める。 

第２条 大田原市手数料条例の一部を次のように改正する。 

別表の９５の項を９６の項とし、同表の１０の項から９４の項までを１項ずつ繰り下

げ、同表の９の項の次に次のように加える。 

１０ 個人番号通知カードの再交付 １件につき ５００円 

第３条 大田原市手数料条例の一部を次のように改正する。 

別表中 

「 

９ 
住民基本台帳カードの交付及び再交付並

びに有効期限内交付手数料 
１件につき ５００円 

１０ 個人番号通知カードの再交付 １件につき ５００円 

」 

を 

「 

９ 個人番号カードの再交付 １件につき ８００円 

１０ 個人番号通知カードの再交付 １件につき ５００円 

」 

に改める。 

附 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」

という。）の施行の日から、第３条の規定は番号法附則第１条第４号に掲げる規定の施行

の日から施行する。 

 


